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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 9月 26日 (2007.9.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 情 報 提 供 シ ス テ ム お よ び そ の 制 御 方 法 お よ び プ ロ グ ラ ム
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 複 数 の 通 信 端 末 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ た 情 報 提 供 シ ス テ ム
で あ っ て 、
　 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル を ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け て 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 ア ル バ ム デ ー タ の 閲 覧 要 求 を 前 記 複 数 の 通 信 端 末 の １ つ か ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル の 全 て を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作
成 す る 第 １ の 作 成 手 段 と 、
　 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル の う ち 一 部 の 画 像 フ ァ イ ル を
含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る 第 ２ の 作 成 手 段 と 、
　 前 記 通 信 端 末 の 種 別 を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 に よ る 判 定 さ れ た 種 別 に 応 じ て 、 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 作 成 手 段 の ど ち ら
で ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る か を 選 択 す る 選 択 手 段 と 、
　 前 記 選 択 手 段 に よ り 選 択 さ れ た 前 記 作 成 手 段 に よ り 作 成 さ れ た ペ ー ジ 情 報 を 前 記 通 信 端
末 へ 送 信 す る 送 信 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 情 報 提 供 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 選 択 手 段 は 、 前 記 判 定 手 段 に よ り 判 定 さ れ た 種 別 が 携 帯 通 信 端 末
の と き 、 前 記 第 ２ の 作 成 手 段 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 提 供 シ ス テ
ム 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 選 択 手 段 は 、 前 記 判 定 手 段 に よ り 判 定 さ れ た 種 別 が パ ー ソ ナ ル コ
ン ピ ュ ー タ の と き 、 前 記 第 １ の 作 成 手 段 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ２ 記 載
の 情 報 提 供 シ ス テ ム 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 複 数 の 通 信 端 末 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ た 情 報 提 供 シ ス テ ム
の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル を ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け て 記 憶 す る ス テ ッ プ と 、



　 前 記 ア ル バ ム デ ー タ の 閲 覧 要 求 を 前 記 複 数 の 通 信 端 末 の １ つ か ら 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 通 信 端 末 の 種 別 を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 判 定 さ れ た 種 別 に 応 じ て 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画 像 フ ァ イ
ル の 全 て を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る か 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画
像 フ ァ イ ル の う ち 一 部 の 画 像 フ ァ イ ル を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る か を 選 択 す る ス テ ッ プ
と 、
　 前 記 選 択 さ れ た ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 作 成 さ れ た ペ ー ジ 情 報 を 前 記 通 信 端 末 へ 送 信 す る ス テ ッ プ と を 備 え た こ と を 特 徴 と
す る 制 御 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 複 数 の 通 信 端 末 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ た 情 報 提 供 シ ス テ ム
の コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル を ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け て 記 憶 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 ア ル バ ム デ ー タ の 閲 覧 要 求 を 前 記 複 数 の 通 信 端 末 の １ つ か ら 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 通 信 端 末 の 種 別 を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 判 定 さ れ た 種 別 に 応 じ て 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画 像 フ ァ イ
ル の 全 て を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る か 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画
像 フ ァ イ ル の う ち 一 部 の 画 像 フ ァ イ ル を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る か を 選 択 す る ス テ ッ プ
と 、
　 前 記 選 択 さ れ た ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 作 成 さ れ た ペ ー ジ 情 報 を 前 記 通 信 端 末 へ 送 信 す る ス テ ッ プ と を 実 行 さ せ る こ と を 特
徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 複 数 の 画 像 を ま と め て ア ル バ ム 単 位 で 保 管 し 、 保 管 さ れ た ア ル バ ム に 含 ま れ
る 画 像 を ネ ッ ト ワ ー ク 経 由 で 通 信 端 末 に 公 開 す る た め の 情 報 提 供 シ ス テ ム お よ び そ の 制 御
方 法 お よ び プ ロ グ ラ ム に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ０ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 願 発 明 の １ つ は 、 複 数 の 通 信 端 末 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し
て 接 続 さ れ た 情 報 提 供 シ ス テ ム で あ っ て 、 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル を ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ
け て 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ の 閲 覧 要 求 を 前 記 複 数 の 通 信 端 末 の １ つ か
ら 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複 数 の 画 像 フ ァ イ ル の 全 て
を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る 第 １ の 作 成 手 段 と 、 前 記 ア ル バ ム デ ー タ と 関 連 づ け ら れ た 複
数 の 画 像 フ ァ イ ル の う ち 一 部 の 画 像 フ ァ イ ル を 含 む ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る 第 ２ の 作 成 手 段
と 、 前 記 通 信 端 末 の 種 別 を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、 前 記 判 定 手 段 に よ る 判 定 さ れ た 種 別 に 応
じ て 、 前 記 第 １ ま た は 第 ２ の 作 成 手 段 の ど ち ら で ペ ー ジ 情 報 を 作 成 す る か を 選 択 す る 選 択
手 段 と 、 前 記 選 択 手 段 に よ り 選 択 さ れ た 前 記 作 成 手 段 に よ り 作 成 さ れ た ペ ー ジ 情 報 を 前 記
通 信 端 末 へ 送 信 す る 送 信 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
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